
別紙１

法人名：社会福祉法人　同胞互助会

１．継続事業の前提に関する注記

　該当する事項はない。

２．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
　　①有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。
　　②無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（２）徴収不能引当金の計上基準
　　　　当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち１年を超える期間にわたり未徴収の
　　　債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当
　　　金として計上している。

（３）賞与引当金の計上基準
　　　　当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち
　　　当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（４）退職給付引当金の計上基準
　　①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
　　　　当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出
　　　に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
　　②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
　　　　当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を
　　　退職給付引当金に計上している。

（５）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
　　　　当法人は、「会計基準省令」に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受け
　　　ている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上
　　　し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（６）消費税の取扱い
　　　　当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

３．重要な会計方針の変更

　該当する事項はない。

４．法人で採用する退職給付制度

　　　当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する
　　社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第２条
　　第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
　　　(注)就業規則第3条に規程する職員

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

　　　当法人において作成する計算書類は以下のとおりである。

　　　（１）法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
　　　（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
　　　（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、
　　　　　　第三号第三様式）
　　　（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
　　　　　　当法人では公益事業の拠点は1つであるため作成は省略している。
　　　（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
　　　　　　1.本部(社会福祉事業）
　　　　　　2.偕生園(社会福祉事業）
　　　　　　3.愛全園（社会福祉事業）
　　　　　　　「指定介護老人福祉施設　愛全園」
　　　　　　　「指定短期入所生活介護　愛全園」
　　　　　　4.愛全園在宅センター(社会福祉事業）
　　　　　　　「指定通所介護　昭島市高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ」　　　　　
　　　　　　　「指定認知症対応型通所介護　昭島市高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ」
　　　　　　　「指定居宅介護支援　居宅介護支援ｾﾝﾀｰ愛全園」
　　　　　　　「指定訪問介護　ヘルパーほほえみ」
　　　　　　　「ふれあい食事サービス」
　　　　　　　「昭島市南部地域包括支援センター　愛全園」
　　　　　　　「昭島市西部地域包括支援センター　愛全園」
　　　　　　5.愛全診療所（公益事業）

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 4年 3月31日現在



別紙１

法人名：社会福祉法人　同胞互助会

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 4年 3月31日現在

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
19,493,359 0 0 19,493,359

1,256,326,838 22,065,296 63,011,221 1,215,380,913
1,275,820,197 22,065,296 63,011,221 1,234,874,272

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

（１）基本金の取崩額
　　　　該当する事項はない。
（２）国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
　　①建物　　　　　　該当する事項はない。
　　②構築物　　　　　該当する事項はない。
　　③機械及び装置　　該当する事項はない。
　　④車両運搬具　　　該当する事項はない。
　　⑤器具及び備品　　3モーターギャッジベッド廃棄に伴う取崩額　　1円

８．担保に供している資産

　該当する事項はない。

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
3,807,962,476 2,592,581,563 1,215,380,913

715,050 715,049 1
47,812,540 44,252,084 3,560,456

0 0 0
50,515,840 47,474,997 3,040,843
301,244,802 218,195,238 83,049,564

0 0 0
4,208,250,708 2,903,218,931 1,305,031,777

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
135,700,900 0 135,700,900

45,517 0 45,517
135,746,417 0 135,746,417

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　該当する事項はない。

１２．関連当事者との取引の内容

　該当する事項はない。

１３．重要な偶発債務

　該当する事項はない。

１４．重要な後発事象

　該当する事項はない。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

　該当する事項はない。

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

（１）前払費用の内訳
　　　　前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えら
　　　れたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)
当年度末 前年度末

5,102,701 0
498,540 854,640

5,601,241 854,640

基本財産の種類
土地
建物

合　計

建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
有形リース資産

合　計

支払資金の範囲に含まれる前払費用
１年基準により長期前払費用より振り替えられた額
　　　　　　　貸借対照表計上額

事業未収金
未収金

合　計


